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（
総
務
委
員
会
）

行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
三
六
号

（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
行
政
書
士
の
業
務
に
つ
い
て
国
民
の
利
便
性
を
一
層
高
め
る
た
め
、
行
政
書
士
の
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的

と
す
る
行
政
書
士
法
人
の
設
立
を
可
能
に
す
る
と
と
も
に
、
研
修
、
懲
戒
手
続
等
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、

行
政
書
士
制
度
の
基
盤
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
行
政
書
士
法
人
制
度
の
創
設

１

設
立

行
政
書
士
は
、
行
政
書
士
法
人
（
行
政
書
士
の
業
務
を
組
織
的
に
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
行
政
書
士
が
共
同
し
て

設
立
し
た
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
を
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

。

２

社
員
の
資
格

行
政
書
士
法
人
の
社
員
は
、
行
政
書
士
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

３

業
務
の
範
囲

行
政
書
士
法
人
は
、
行
政
書
士
の
業
務
を
行
う
ほ
か
、
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
令
等
に
基
づ
き
行
政
書
士
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が
行
う
こ
と
が
で
き
る
業
務
の
う
ち
行
政
書
士
の
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
業
務
の
全
部
又
は
一

部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４

業
務
を
執
行
す
る
権
限

行
政
書
士
法
人
の
社
員
は
、
原
則
と
し
て
、
す
べ
て
業
務
を
執
行
す
る
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
う
も
の
と
す
る
。

５

解
散

行
政
書
士
法
人
は
、
社
員
が
一
人
に
な
り
、
そ
の
な
っ
た
日
か
ら
引
き
続
き
六
月
間
そ
の
社
員
が
二
人
以
上
に
な
ら
な

か
っ
た
場
合
等
に
お
い
て
、
解
散
す
る
も
の
と
す
る
。

二
、
研
修

行
政
書
士
は
、
行
政
書
士
会
及
び
日
本
行
政
書
士
会
連
合
会
が
実
施
す
る
研
修
を
受
け
、
そ
の
資
質
の
向
上
を
図
る
よ
う

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

三
、
懲
戒
に
関
す
る
規
定
の
整
備

１

国
民
一
般
か
ら
の
懲
戒
処
分
請
求

何
人
も
、
行
政
書
士
又
は
行
政
書
士
法
人
に
つ
い
て
懲
戒
事
由
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
都
道
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府
県
知
事
に
対
し
、
当
該
事
実
を
通
知
し
、
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２

懲
戒
処
分
の
公
告

都
道
府
県
知
事
は
、
行
政
書
士
又
は
行
政
書
士
法
人
に
対
す
る
懲
戒
処
分
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当

該
都
道
府
県
の
公
報
を
も
っ
て
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
。


